
 

  

【確認】事業の名称 

令和７年４月１日～令和８年３月３１日迄に完了した

元請工事の工事名等を全て記入して下さい。尚、令和７

年４月１日以前に着工した工事でも、当期間内に完了し

たものは、記入して下さい。 

押印は「不要」です。 

 

請負金額が 1 件 500 万円

未満の工事は、工事種類が

同じであれば「他××件」

と、まとめて記入できます。 

㈲○○産業 
外壁塗装工事 
△△邸 
浄化槽取替工事 

三浦市三崎 

3-12-19 

横須賀市 

久里浜△-△ 

R7   4   1 

R7   5  15 

R8   1  10 

R8   1  15 

記入例 
【確認】事業の期間 

工事の着工から完了までの月

日をご記入ください。 

1,000,000 

 

500,000 

 

三浦市三崎 3-12-19 

三浦商工会議所建設 

代表 三浦ツナ之介 

    238       0243 

046  881     5111 

1 4  1 0 5 9 4 1 0 1 5 0 0 0 

□□邸 
内装リフォーム工事 他 4 件 

三浦市 

城山町□-□ 

3502 
木造家屋等の建設工事業 

R8   1  18 

R8   3  28 6,000,000 

7,500,000 

「事業の種類」によって、労災

保険料率が異なります。種類毎

※に区別してご記入ください。 

また、窓口で確認する場合があ

ります。 

※内装 外装 土木 外構 

給水管排水管 下水道 

 解体 道路 湾岸 

基礎 擁壁 造園 等 

【確認】事業の所在地 

工事現場の所在地をご記入

下さい。他××件と纏めた

場合は、金額割合の大きい

現場をご記入ください。 

○イ請負代金の額 

 

税抜金額でご記入ください。 

やむを得ず税込みでご記入
の場合は余白に分かるよ
うにご記入ください。 

㋺請負代金に加算する額 

工事用の資材などを支給され、または

機械器具等を貸与された場合には、支

給された物の価額相当額または機械

器具等の損料相当額を計上してくだ

さい。 

㋩請負代金から控除する額 

請負代金の額に告示された控除対

象工事用物（業種番号 36 の機械装

置のみ認められています。）の価格

が含まれている場合、控除対象工事

用物の価額相当額を計上してくだ

さい。 

○ハ  機械装置（36 業種）の控除対象工事用物の範囲 

1. 湿式排煙脱硫装置 2. 火力発電所ボイラー 3. 原子炉 4. ゴミ焼却装置 

5. 原子力発電所 6. 抄紙機（改造） 7. 連続鋳造機 8. 発砲ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 

9. 電気収塵装置 10. ガス発生装置 11. 水処理設備 12. エレベーター 

13. エスカレーター 14. 石油精製、石油化学ﾌﾟﾗﾝﾄ 15. 水力発電設備 16. 索道 

 

1,000,000 

 

500,000 

 

6,000,000 

7,500,000 


